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♪
い
つ
も
「
広
報
て
し
お
」
を
ご
愛
読
い
た

だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
広
報
担
当
の
菅

原
・
菅
野
で
す
。

♪
今
月
の
表
紙
「
天
塩
漁
港
か
ら
の
ぞ
む
利

尻
富
士
」
：
今
月
の
表
紙
写
真
は
、
大
阪
府

高
槻
市
在
住
の
宇
恵
諒
介
さ
ん
か
ら
提
供
い

た
だ
き
ま
し
た
。
宇
恵
さ
ん
は
普
段
か
ら
、

写
真
撮
影
の
た
め
各
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
天
塩
町
在
住

の
方
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
友

人
に
な
り
、
今
回
天
塩
町
を
初
め
て
訪
れ
、

友
人
宅
に
滞
在
し
な
が
ら
撮
影
し
た
風
景
写

真
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
通
じ
て
、
場
所
や
距
離
そ
し
て
時
間
の
制

約
を
越
え
て
人
と
繋
が
り
、
交
流
で
き
る
こ

と
を
生
か
し
、
天
塩
町
の
こ
と
を
多
く
の
方

に
深
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

※
掲
載
に
ご
同
意
い
た
だ
い
た
方
の
み
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

（
緑
新
団
地
）

黒

川
　
由

教
　
さ
ん
（
35
歳
）

（
山
手
通
10
）

松

浦
　
則

文
　
さ
ん
（
42
歳
）

（
川
口
基
線
）

佐

藤
　
純

司
　
さ
ん
（
63
歳
）

　

（
緑
新
団
地
）

黒

川
　
颯そ
う
た
ろ
う

太
郎
　
さ
ん

由
教
さ
ん
・
依
里
奈
さ
ん
の
四
男

（
南
町
）

石

山
　
魅み

な

ぎ凪
　
さ
ん

直
人
さ
ん
・
千
穂
さ
ん
の
三
女

該
当
な
し

--- 人　口 ----------------
２，６３６ 人  （－ ６）

（令和 7 年 1 月 31 日現在）

㊚１，３５７ 人 （－ ４）
㊛１，２７９ 人 （－ ２）

--- 世帯数 ----------------
１，４４１世帯（－ ３）

3/31
・国民健康保険税（10期）

◀友だち登録は
　こちらから！
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■３月は滞納整理強化月間です
　留萌振興局では、強化月間中、給与・預金調査、その
他財産の差押を強化します。道税に未納がある方は、早
急に納付をお願いします。納付について相談がある方は、
留萌振興局税務課納税係☎０１６４（４２）８４１８ま
でご連絡ください。

■自動車の住所変更をお忘れなく！
　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課
税される税金です。「住所が変わったとき（変更）」「自
動車を売買したとき（移転）」「自動車を使用しなくなっ
たとき（抹消）」は、運輸支局で登録手続きをして下さい。
令和７年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届け
するために、３月中に手続きをお願いします。
☆変更登録が間に合わないときは……道税ホームページ
の「自動車税種別割住所変更手続」から納税通知書の送
付先の変更をしてください。自動車税種別割に関する
お問い合わせは、札幌道税事務所自動車税部☎０１１

（７４６）１１９０へお願いします。

■軽自動車のお手続きも 3 月中にお済ませください
　軽自動車税種別割（町税）は、４月１日現在に車体を
所有している方に課税されます。原動機付自転車や小型
特殊自動車などの車体を廃棄する時は、印鑑とナンバー
プレートをご持参の上、住民課税務係☎０１６３２（９）
７７５０で廃車手続きをしてください。

宇恵さんの
インスタグラム
@shkstgrm

♪
広
報
紙
へ
の
記
事
掲
載
や
取
材
の
ご
依
頼

な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
企
画
商

工
課
広
報
情
報
係
ま
で
お
問
合
せ
・
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。


